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積立方式の終身年金。保険料は２万円から６万７千
円の間で千円単位で選択。全額社会保険料控除で
きるから、節税しながら老後に備えられます。
加入要件は３つだけ
　１．年間60日以上農業従事
　２．国民年金第１号被保険者（付加年金加入者）
　３．20歳以上60歳未満の方
お申し込みは、久御山町農業委員会事務局へ

農業者年金は節税効果バツグンです

家族経営協定
　家族経営協定は、家族みんなで経営方針、給与、将来の経営移譲な
どを話し合って取り決め、それを書面にしたものです。
　39歳までの農業者年金加入者は、認定農業者かつ青色申告者の経営
主と家族経営協定を締結すれば、保険料の国庫補助を受けられます。

農業者年金加入者に聞きました !!
　39歳までなら保険料の国庫補助を受けられる
ことを知り、将来の年金受取額を試算したとこ
ろ、農業者にとって大変有利な制度であると思
いました。さっそく認定農業者かつ青色申告者
である父と、母と自分との間で家族経営協定を
締結し、農業者年金に加入しました。
【坊之池】
大塚淳之さん（本人）　裕二さん（父）　みどりさん（母）

【第55号の内容】
◦It'sMyLife(イッツマイライフ)【坊之池】大塚淳之さん�…………………………………………………２
◦新たな農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました……………………………………………………３
◦地元の野菜を使って「きゅうりの変り巻き」 ……………………………………………………………………４

「家族経営協定」

を締結しました
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左から淳之さん・みどりさん（母）・裕二さん（父）
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　認定農業者の父親（経営農地1.2ha）のもとで、農業に従事されている淳之さん。
経営の中心は、周年栽培のきゅうりで、他に軟弱野菜もされています。きゅうりの
出荷作業でおいそがしい中、お話を伺いました。

励みになっています
　契約しているスーパーの方やお客様から「糖度が感じられるみずみずしいきゅうり」、「おいし
いきゅうり」というお声をいただいた時は、うれしさで毎日の農作業のしんどさが吹っ飛びます。

次へのステップ
　現在、「京都府大塚農園産きゅうり」として、収穫したその日のうちに関東の市場で販売してい
るほか、近隣の市場、契約スーパーには水菜、ほうれんそう、小松菜、春菊等も出荷しています。
今後は、父が作るパリッとした食感とさわやかな香りのきゅうりやその他の野菜の栽培技術を受
け継げるよう努力し、おいしい久御山町産野菜が全国区になり「京都府久

・ ・ ・ ・ ・
御山町産大塚農園きゅう

り」として販売できる日がくることを夢見て、日々栽培技術の向上に努めていきたいです。
（担当： 上田　幸子）

　祖父の代からハウス栽培を行っていましたが、父の代になってボイラー等の温度調整設備や
散水設備、天井の自動開閉設備を備える大規模施設に改修しました。栽培方法を試行錯誤し、
味を追求する父の背中を見て、父のような農業者になりたいと就農を決意しました。

農業への一歩

　ハウスの温度は自動管理になっていますが、近年のような異常気象では、人の手によるこま
めな調整作業が必要です。この調整作業は、まだまだ父の経験に頼っているところが大きいの
で、自分だけできゅうりの状態等を見て判断できるよう日々勉強しています。

苦労をしています

【坊之池】大塚 淳
あ つ し

之 さん（28歳）

＜農業委員会への届出＞　　　随時

＜農業委員会への申請＞　　　毎月20日締切�※土日祝日の場合は、その前日

＜農業委員会の総会＞　　　　毎月５日開催�※土日祝日の場合は、その翌日

農業委員会への
申請に係る締切日等

　水稲生産者の経営の安定と良質米の生産を図るため、米の病害虫被害防除対策に
要する経費の一部を支援します。対象は、町内在住の令和３年産の米を作付予定の生

産者で、ウンカ類に効果のある農薬の購入費用（水稲作付予定面積10アールあたり３千円を限度）の20％を補助します。申
請期限：令和３年３月15日　その他内容については町ホームページをご覧ください。

米生産緊急支援事業補助金
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新たな農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました

　任期満了に伴い、令和２年７月20日に新しい農業委員14人と農地最適化推進委員６人が決まりまし
た。それぞれの委員の任期は令和５年７月19日までの３年間です。７月20日に開催された臨時総会に
おいて会長に田中壽嗣委員（東一口）、会長職務代理者に内田裕夫委員（東一口）が選出されました。

　令和２年７月20日に開催しました令和２年久御山町農業委員会臨時総会において、引き続き２期目
の会長に選出されました田中壽嗣でございます。
　近年、久御山町でも農家の高齢化が進み、農地を農地として守っていくための体制が必要になっていま
す。将来の久御山町の農地・農業を守れる地域作りを目指し久御山町の農家の発展のため最善を尽くして行
きます。今後も農家の代表であることを自覚して、農業委員・農地利用最適化推進委員が一丸となって更な
る努力をして参りたいと思っておりますので、皆様のご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【あいさつ】

農業委員　　　  14人 ・毎月開催される農業委員会総会等に出席し、許認可等に関する審議を行なう
・�農地利用最適化の推進に係る現場活動（担い手農家への農地の集積・集約化、荒廃農地の発生防止・解消等）

農地利用最適化
推進委員　

・�毎月開催される農業委員会総会等に出席し、許認可等に関する審議にあたって農地利用最適化
の推進の観点から意見を述べる

・農地利用最適化の推進に係る現場活動（担い手農家への農地の集積・集約化、荒廃農地の発生防止・解消等）
６人

村田�正己
（北川顔）

神原�均
（中島）

中村�日出美
（西一口）

石塚�義博
（相島）

田中�壽嗣
（東一口）
会長

内田�裕夫
（東一口）
会長職務代理者

内田�孝司
（東一口）

辻村�忠雄
（森）

川嶋�久治
（野村）

芳川�清志
（市田）

吉田�武
（佐古）

南�和弘
（佐山）

森�一博
（下津屋）

林�勉
（田井）

林�吉一
（田井）

久乗�清和
（島田）

山口�吉広
（藤和田）

上田�隆健
（坊之池）

上田�幸子
（坊之池）

井上�文彦
（藤和田）

答え. 55



久御山町農業委員会（役場産業課内）久御山町島田ミスノ38 【直通電話（075）631-9964（0774）45-3914】
E-mail：sangyo@town.kumiyama.lg.jp　URL：http://www.town.kumiyama.lg.jp【各課の窓口→農業委員会】

地元 使を使元の地 の 野野 菜を菜

きゅうりの変り巻き
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頭の体操頭の体操 答えは別のページ

　米俵を図のように１番下の段に５俵並べ
て積み上げたら全部で15俵となります。
　１番下の段を10俵に増やして積み上げた
場合、全部で何俵になるでしょう。

材料（１人分）
すし飯（すし飯がないときは白
飯に塩を混ぜたものでもよい）
�������茶碗１強
すしのり���� 1/2枚
きゅうり�����１本
卵��������１個

しば漬け（市販品）�少々
塩��������少々

<付け合わせ>
生しょうが酢漬け（市販品）
���������少々

①　�きゅうりをピーラーで縦にうす切りにし、塩をふって
しんなりさせる。水気が出たらペーパータオルで拭く

②　薄焼き卵を作る

③　�広げたまきすに①のきゅうりを1枚ずつ巻く方向に縦
向きに並べ、図の順番で具材を重ね巻く（※具材の
重ね方によっていろいろな模様にできます）

④　�包丁を軽く水でぬらし食べやすい大きさに切り分
ける

⑤　お好みで生しょうが酢漬けを添える

作り方

（担当：上田　幸子）

農道や水路に物を置きっぱなしにしてませんか!!
　農地からはみ出して物を置くと、交通の妨げになり、事故の原因になることがあります。
　また、水路を詰まらす原因となったり、水路掃除のじゃまになったりして、地域に迷惑をかけることも
あります。農道や水路は、地域の方々が利用する公共物ですので、物を置くなどの私物化はやめましょう。

【断面図】
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すし飯 2/3

すし飯 1/3
しば漬け

すしのり

←　５俵　→ ← 　　　 10俵  　　　→

※�賃借料集計から使用貸借（賃借料０円：82
筆）、特殊な作物を前提とした取引等（２筆）
は除外しています。

※�賃借料を玄米で物納した場合は、11,700円
（玄米30kg当たり）として換算しています。

賃借料（10アール／年） 金額単位：円 賃借件数
最高額 最低額 平均額 賃貸借 使用貸借 総件数

田 51,020 7,014 21,352 83筆 37筆 120筆
畑 81,206 4,688 26,758 102筆 45筆 147筆

賃借料情報（令和２年分）


